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（仮称）坂本こども園建築設計委託業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

１．目的 

中津川市は、坂本幼稚園及び坂本保育園を統合し、新たな場所に（仮称）坂本こども園を整備

することとした。 

本プロポーザルは、関係者との意見調整を適切に行いながら、魅力あるこども園を具現化でき

る能力を持つ設計者を選択するために行うものである。 

２．業務概要 

（１）業務名 

    （仮称）坂本こども園建築設計委託業務 

（２）委託内容 

    （仮称）坂本こども園建設事業の基本設計及び実施設計 

（３）委託期間 

    契約締結の日から平成３０年８月３１日まで 

（４）提案上限額 

    ３０，６００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 （５）支払条件 

    業務完了後一括払い 

（６）募集方法 

    公募型プロポーザル方式 

３．参加資格要件 

   プロポーザルに参加するには、次に掲げる事項のいずれにも該当する者でなければならない。 

（１）中津川市入札参加資格者名簿の建築設計に登録されている者（それに準ずる者と中津川市が

認める者を含む） 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者 

 （３）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定による一級建築士事務所の登

録を受けている者 

（４）公告の日から過去１０年間において、延床面積５００㎡以上の日本国内の認定こども園、認

可保育所又は幼稚園の新築（建替えを含む）に係る設計業務を元請として履行した実績があ

る者 

（５）参加表明書の提出日現在で中津川市から指名停止の措置を受けていない者。なお、参加表明

書の提出日から契約締結までの間に、中津川市から指名停止の措置を受けたときは、参加資

格を喪失するものとする。 

※参加表明は単独、共同企業体（ＪＶ）を問わない。共同企業体（ＪＶ）の場合、（４）につい

ては主たる者が要件を満たしていること。 
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４．選考スケジュール 

 （１）公募開始（公告）      平成２９年１２月１１日（月） 

 （２）参加表明書の提出期限    平成２９年１２月２２日（金）午後５時１５分締切 

 （３）質疑の受付期間終了     平成２９年１２月２２日（金）午後５時１５分締切 

 （４）質疑の回答         平成２９年１２月２７日（水）予定 

 （５）１次審査書類の提出期限   平成３０年 １月１７日（水）午後５時１５分締切 

 （６）１次審査結果通知      平成３０年 １月３０日（火）予定 

（７）２次審査          平成３０年 ２月上旬 

（８）２次審査結果通知      平成３０年 ２月中旬 

（９）業務委託契約        平成３０年 ２月下旬     

５．提出書類 

   記入にあたっては、各様式の備考を確認すること。 

（１）参加表明書（様式１）                       １部 

 （２）１次審査書類提出届（様式２）                   １部 

 （３）設計事務所の体制（様式３）                   １０部 

 （４）事務所の業務実績（様式４）                   １０部 

 （５）過去設計実績（様式５）                     １０部 

 （６）協力事務所（様式６）                      １０部 

 （７）配置予定者の業務実績（様式７）                 １０部 

 （８）業務の実施方針（様式８）                    １０部 

 （９）技術提案書（様式９）                      １０部 

 （10）設計業務見積書（任意様式）※１次審査で選定された者のみ     １０部 

６．参加表明書（様式１）の提出 

（１）提出期限：平成２９年１２月２２日（金）午後５時１５分締切 

 （２）提 出 先：事務局 

（３）提出方法：持参又は郵送により提出 

         ※郵送の場合は簡易書留等とし、上記提出期限までに必着すること。また、事務

局へ電話連絡し到達確認をすること。 

７．実施要領等に関する質疑・回答 

   実施要領等に対する質疑がある場合は、以下のとおり質問書を提出すること。 

（１）提出期限：平成２９年１２月２２日（水）午後５時１５分締切 

（２）提出方法：質問書（様式１０）を事務局のメールアドレス宛に電子メールにて提出し、この

送信後必ず事務局へ電話連絡をすること。 

（３）回答方法：回答は、平成２９年１２月２７日（水）（予定）に市ホームページに掲載する。

（質問の状況によっては、随時回答を掲載する場合あり） 

        なお、回答については参加表明書提出者の質疑についてのみ回答する。 

         ※質問の回答内容は実施要領等の追加又は修正とみなす。 

（４）送 信 先：事務局 
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８．技術提案書（様式９）の作成及び記載上の留意事項 

      本プロポーザルは、魅力ある認定こども園を具現化できる能力を持つ設計者を選定するための

ものであり、詳細な設計を求めるものではない。 

（仮称）坂本こども園の基本コンセプト及び特記仕様書の内容を踏まえ、以下の点に留意して

様式９（Ａ３横）２枚以内（カラー印刷可）で提案すること。 

 （１）基本コンセプトに係る技術提案として以下の５つのテーマに対する提案を記載すること。 

    ・地域の人々が誇りと愛着の持てる施設 

    ・安全・安心な施設 

    ・保育・教育環境が充実した施設 

    ・子育て支援の拠点となる施設 

    ・環境との調和が図られた施設    

 （２）独自提案として、本業務を進める上での課題や対応策、アイデア、その他提案（上記（１）

の基本コンセプトに対する内容を除く）を記載すること。 

 （３）建設費とランニングコストの低減に関する提案について記載すること。 

（４）本プロポーザルは、提案者の考え方、構想等を問うものであり、文書等は明瞭に記載するこ

と。 

（５）文字は読みやすいように 10.5ポイント以上とすること。なお、図や表中の文字については、

この限りではないが読みやすさに配慮すること。 

 （６）提出者（協力事務所を含む）を特定することができる内容（具体的な会社名等）は記載しな

いこと。 

（７）文書を補完するための写真（カラーコピー可）やイラスト、イメージ、図、表を使用するこ

とは差し支えないが、具体的な設計図、模型（写真を含む）、透視図等は使用しないこと。 

９．１次審査書類の提出 

（１）提出期限：平成３０年１月１７日（水）午後５時１５分締切 

（２）提出書類：５．提出書類（２）１次審査書類提出届（様式２）～（９）技術提案書（様式９） 

※応募は、１事業者につき１提案とする。 

（３）提出方法：持参又は郵送により提出 

         ※郵送の場合は簡易書留等とし、上記提出期限までに必着すること。また、事務

局へ電話連絡し到達確認をすること。 

１０．事業者の選定 

   審査は、（仮称）坂本こども園建築設計委託業務業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）

が実施し、審査方法は以下の手順とする。 

   本プロポーザルの審査経過については、１次審査、２次審査とも非公開とする。 



4 

 

 （１）１次審査（書類選考） 

     １次審査では事業者が提出した書類を審査する。参加資格を有する事業者が多い場合は２

次審査対象者として上位５者を選定する。 

     結果通知は１次審査書類を提出した全事業者に書面で行う。なお、選定された者のみに２

次審査の実施日時・場所及び設計業務見積書の提出方法等詳細についてあわせて通知する。 

 （２）２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

   ①実施日時・場所 

    平成３０年２月上旬 

    ※詳細は別途通知 

   ②実施時間 

    １事業者につき３０分以内（プレゼンテーション１５分以内、ヒアリング１５分以内とする。） 

   ③その他 

    ・プレゼンテーション及びヒアリングは、本業務に直接携わる管理技術者及び主任技術者（意

匠担当）は必ず出席するものとし、参加できる人数は４名までとする。 

    ・プレゼンテーションについては主任技術者（意匠担当）が行うものとする。 

    ・プレゼンテーションは、提出された書類をもとに行うこと。追加提案の説明や追加資料の

配付は認めない。 

    ・プレゼンテーション及びヒアリングは個別に行う。 

    ・プロジェクター及びスクリーンは事務局が用意する。 

 （３）選定方法 

     審査では、評価基準をもとに総合的に評価・審査し、２次審査で最高得点を得た者を本設

計業務の最優秀提案者として選定する。 

    ※プロポーザルの評価基準及び配点については別添の「プロポーザル審査の評価基準」を参

照すること。 

 （４）結果の通知 

     審査結果は、２次審査を行った全事業者に書面で通知するほか、市のホームページで公表

する。 

１１．契約 

    最優秀提案者選定後、随意契約にかかる協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約の手

続きを行うものとする。選定された者はその際に改めて見積書を提出すること。なお、最優秀提

案者と契約できない場合は、次点者と契約することができるものとする。 

１２．失格事項 

   次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合 

（２）資格要件を満たさない者が書類を提出した場合 

（３）提出書類が作成形式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しない場合 
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（４）プレゼンテーション及びヒアリングに出席しなかった場合 

（５）提出書類に虚偽の内容が記載されている場合 

（６）設計業務見積書の金額が、２．業務概要（４）提案上限額を超過した場合 

（７）審査結果に影響を与えるような工作が行われた場合（行われたと疑われる場合も含む） 

（８）その他選定委員会が社会通念に照らし失格にあたる事由があると認める場合 

１３．その他留意事項 

（１）資料等は事務局又は市ホームページから入手すること。 

（２）参加表明書の提出以降に辞退する場合は、辞退届（Ａ４判任意様式）を提出すること。 

（３）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（４）提出書類はすべて日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法に定める単位とする。 

（５）提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、指名停止措置を行う

ことがある。 

（６）提出書類は返却しない。なお、審査の過程で複製することがある。 

（７）技術提案書の著作権は提案者に帰属するが、契約締結者の提出書類にかかる著作権は、中津

川市に帰属するものとする。 

（８）書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、参加者の負担とする。 

（９）現地説明会は開催しない。なお、独自に現地調査を行う場合は近隣住民等に迷惑がかからな

いよう十分配慮すること（建設予定地及び統合する幼稚園・保育園への立ち入りは不可）。 

（10）審査の経緯及び結果等に関する問合せ、異議申し立ては受け付けないものとする。 

（11）様式７に記載した配置予定の管理技術者及び主任技術者は、原則として変更できないものと

する。なお、やむを得ない理由により変更する場合には、市と協議のうえ決定するものとす

る。 

（12）本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、中津川市情報公開条例に基づき提出書

類を公開する場合がある。 

（13）参加申込者が１者のみの場合は、書類選考、ヒアリングを行った上で、本委託業務を受託す

るにあたり、適切に業務を遂行できるかどうかを総合的に判断し選定する。 

１４．事務局（提出先・問合せ先） 

   中津川市教育委員会事務局施設計画推進室 

    住 所：５０８－００３２ 中津川市栄町１番１号 にぎわいプラザ４階 

    電 話：０５７３－６６－１１１１ 内線４２８５・４２８６ 

    ＦＡＸ：０５７３－６５－３３３８ 

    Ｅメールアドレス：shisetsu-e@city.nakatsugawa.lg.jp 

    ホームページ：http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp 


